
 

奈良工業高等専門学校学業成績評価，進級及び卒業の認定に関する規則 

 

昭和４６年 ４月 １日 制定 

令和 ７年 ２月１３日 改正 

（趣旨） 

第１条 奈良工業高等専門学校における試験，学業成績の評価，進級及び卒業の認定等については，

この規則の定めるところによる。 

（試験） 

第２条 定期試験は，学期末に実施する。 

２ 必要のある科目については，中間試験を実施する。 

３ 前２項のほか，校長が必要と認めたときは，追試験を実施することができる。 

第３条 平素の学業成績で評価し得る科目については，試験の全部又はその一部を実施しないこと

ができる。 

（追試験） 

第４条 定期試験又は中間試験に欠席した場合，学生は追試験受験願を提出し，校長がやむを得な

いと認めたときは，受験することができる。 

２ 追試験を実施する場合，教務主事は当該科目の担当教員及び学級担任と協議のうえ校長の承認

を受けて試験日等を定めるものとする。 

３ 追試験は，原則として当該学期内に行うものとする。 

（試験の成績の評価） 

第５条 試験の成績は，その試験の結果に基づき１００点法により評価する。 

（学年成績の評価及び評定） 

第６条 学年成績は，その年度における試験の成績及び平素の成績等の平常点を総合して， １０

０点法により評価し，次の評語により評定する。 

 

 

 

２ 不可の評定については，次の区分により取扱う。 

評点 
５９～４０ 不可（Ａ） 

３９～ ０ 不可（Ｂ） 

３ 卒業研究及び学外実習は，評語のみで評定する。 

４ 学年成績の指導要録への記載は，評点によるものとする。ただし，学年成績を部外に通知する必

要があるときは，原則として評語によるものとする。 

５ 学生の教育及び指導上，各学級の席次を必要とする場合は，前期末及び学年末において，当

該学年全履修科目の平均点の高点の順位をもって席次とする。ただし，評価を欠く科目の評点

は零点とし，未修得の科目についてはその得点も含めて，平均点を求めるものとする。 

（故意に試験に欠席した場合等の成績） 

第７条 故意に試験に欠席したと認められた者又は懲戒処分のため試験を受けることができなか

った者の当該科目の試験の成績は，零点とする。 

評点 １００～８０ ７９～６５ ６４～６０ ５９～０ 

評語 優 良 可 不可 

 



 

（不正行為をした場合の成績） 

第８条 定期試験を受験中に不正行為を行った者は，その時間以降の受験を停止させ，当該試験の

全科目の成績を零点とする。 

（不合格の科目） 

第９条 学年成績の評定が不可の科目又は欠席時数が年間授業時数（１単位当り３０時間） の３

分の１を超える科目は原則として不合格とする。 

（進級又は卒業の認定） 

第１０条 進級又は卒業を認定しようとするときは，教務委員会委員長は認定資料を運営会議に提

出しなければならない。 

２ 運営会議は，前項の認定資料により報告を受け，校長は，これに基づき教職員会議の議を経て認

定の可否を決定するものとする。 

３ 前項により認定する場合，次の各号の一に該当する者は，原則として進級又は卒業を認めない。

なお，総平均点は，進級又は卒業要件に係らない未履修又は未修得の選択科目を除いた当該学年の

全科目により算出し，小数第１位を四捨五入した整数とする。 

一 不合格の科目がある者 

二 学年成績の総平均点が６０点未満の者 

三 特別活動の欠席時数が３分の１を超える者 

４ 前項第一号に該当する者で，不合格科目の全てが第６条第２項に規定する不可（Ａ）であり，そ

の累積が５科目１０単位以内である場合は進級を認めることができる。 

５ 第３項第二号における学年成績の総平均点について，学則第１６条ただし書きに該当する学生

においては，当該学年成績の総平均点に係る科目と再履修を免除された科目の学業成績を総合し

た平均点に読み替えることとする。 

（再試験） 

第１１条 前条第４項の規定により，進級を認められた者の不可（Ａ）の科目及び第５学年にあって

は５科目以内かつ１０単位以下の不可（Ａ）の科目について再試験を行うことができる。 

２ 再試験は，第１学年から第４学年までは原則として次年度１０月末までに，第５学年にあっては

当該学年末までに行うものとする。 

（留年） 

第１２条 進級を認定されない者は，原学年にとどまり，当該学年に係る所定の授業科目を再履

修して評価を受けなければならない。ただし，特別に許可された科目については単位の修得が

認められ，再履修を免除されることがある。 

２ 原学年にとどまることにより在学年限内に卒業できる見込みがない者は，学則第５６条第二

号に該当するものとして，原則，退学させる。 

（雑則） 

第１３条 この規則の実施に必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この規則は，昭和４６年４月１日から実施する。 

附 則 



 

１ この規則は，昭和５２年４月１日から施行する。 

２ 昭和５２年３月３１日に在学する者については，なお従前の例による。 

附 則 

この規則は，昭和５６年１２月２４日から施行し，昭和５６年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は，昭和５７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，昭和５９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，昭和６０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成４年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規則は，平成１２年４月１日から施行する。 

２  平成１２年度の第２学年以上については，なお従前の例による。 

附 則 

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成２０年２月１日から施行し，平成１９年４月１日から適用する。 

附 則（平成２８年２月１０日一部改正） 

この規則は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年７月６日一部改正） 

この規則は，平成２９年７月６日から施行し，平成２９年４月１日から適用する。 

附 則（平成３０年１月１１日一部改正） 

この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月５日一部改正） 

この規則は，令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年１月１３日一部改正） 

この規則は，令和４年４月１日から施行する。 

   附 則（令和５年１２月１２日一部改正） 

 この規則は，令和６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は，令和７年４月１日から施行する。 


